
 

 

                               ⑮ 

所得情報取得（情報連携）同意書  

 

従前、幼稚園、認定こども園、保育所の認定（利用者負担区分の決定等）に必要

な情報として、転入の際に、所得課税証明書の提出が必要でした。  

番号制度（マイナンバー）の導入により、市町村間の情報連携により情報が取得

可能となっております。つきましては、下記児童に係る保護者等の所得情報につい

て、以下の目的のために必要最低限の範囲内において使用することに  

 

□  同意します。  

□  同意しません。（別途所得課税証明の提出が必要です）  

(該当する□に✔を入れて下さい ) 

 

≪使用目的≫  

子どものための教育・保育給付に係る支給認定（利用者負担区分の決定等）

の申請の審査情報として  

 

 

大樹町長  黒  川    豊  様  

令和   年   月   日  

 

１  保護者氏名及び続柄  

    

                              (続柄 :        ) 

    

 ２  児 童 氏 名 

                                                    

     

                                                  

  

                                                  


